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カテゴリー:お知らせ 

 

 

 「パパ・ママ応援ショップ優待カード」などが、県公式 

 LINE から御利用いただけるようになりました 
              

 埼玉県公式スマートフォンアプリ「ポケットブックまいたま」（通称：まいたま）

において、多くの方に御利用いただいている「パパ・ママ応援ショップ優待カード」

や「まいたまパス」が、埼玉県 LINE 公式アカウント（以下「県公式 LINE」という。）

で表示できるようになりました。 

 この機会に、もっと便利で使いやすくなった「パパ・ママ応援ショップ優待カード」

や「まいたまパス」を、ぜひ県公式 LINE から御利用ください。 

 なお、アプリ版「まいたま」は、令和 5 年 3 月にサービスを終了します。 

 

１ 概要 

  県内の施設・店舗などでお得なサービスを受けることができる「パパ・ママ応

援ショップ優待カード」と「まいたまパス」が県公式 LINE「埼玉県庁」から御利

用できるようになりました。 

 

２ 利用開始日時 

 令和 4 年 12 月 14 日（水曜日）10 時から 

 

３ 利用対象者等 

（１）「パパ・ママ応援ショップ優待カード」 

 ・ 県内在住、在園または在学で、18 歳に達して次の 3 月 31 日を迎えるまでの

お子様がいる世帯の方 

 ・ 妊娠中の方がいる世帯の方 

  ※ 同居別居に関わらず、日ごろ子育てを支援してくれる祖父母の方も利用可 

  ※ 店舗により、特典を受けられる方が限られている場合があります。 
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  【パパ・ママ応援ショップ優待カードの詳細はこちら】 

   https://www.pref.saitama.lg.jp/a0607/ouen/index.html 

 

（２）「まいたまパス」 

 ・ 「まいたまパス」を提示する全ての方 

 

  【まいたまパスの詳細はこちら】 

   https://www.pref.saitama.lg.jp/a0314/maitama/pass_kyousanshop.html 

 

４ 利用方法 

 県公式 LINE「埼玉県庁」を「友だち追加」し、以下の手順で設定を行ってくだ

さい。 

（１）「パパ・ママ応援ショップ優待カード」 

 ア 「埼玉県庁」のトーク画面に表示される「魅力情報」メニューをタップし

ます。 

 イ 魅力情報メニューに表示される「パパ・ママ応援ショップ優待カード」を

タップし、利用者情報を入力します。（※初回操作のみ） 

 ウ 利用者情報を入力すると、「パパ・ママ応援ショップ優待カード」の表示

が有効となります。 

 

（２）「まいたまパス」 

 ア 「埼玉県庁」のトーク画面に表示される「魅力情報」メニューをタップし

ます。 

 イ 魅力情報メニューに表示される「まいたまパス」をタップすると、カード

が表示されます。（※利用者情報等の入力は不要） 

 

５ 県公式 LINE の「友だち追加」はこちら  

 アカウント名：「埼玉県庁」 

 LINE ID：@bfo2713i 

 友だち追加用二次元コード → 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0607/ouen/index.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0314/maitama/pass_kyousanshop.html


3/3 

 

６ その他 

 県 LINE 公式アカウントのリニューアル等に係る詳細はこちら  

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0105/maitama/maitamarenewaltoline.html 
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